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ごあいさつ 

 津山市民の皆様、日頃より大変お世話になっております。 

行動的政策集団  未来による議会報告をご覧いただきたいと思います。 

私達は常に行動し、津山市の未来に向けた政策提言を行う津山市議

会における会派です。 

 今回は、我が会派未来としての、主に新型コロナウイルス感染症対

策や、コロナ禍収束後を踏まえた本市の未来に資するための施策実施

への取り組みについて、お知らせしたいと思います。 

 

 

これまでの流れ  

昨年１２月に、中国で報告された新型コロナウイルス感染症は、そ

の後世界的規模で拡散し、我が国においても多くの感染者が発生する

事態となりました。 

 これを受け、政府により本年４月７日に東京都・大阪府等に区域を

限って非常事態宣言が発せられ、その後４月１６日には全国に拡大さ



れました。 

 これによって一定の成果がみられ、５月１４日には岡山県を含む３

９県が、５月２４日には全国において非常事態宣言が解除されました

が、この間本市においても、４月２４日以降２名の感染者が発生しま

した。 

 そのような状況下、私達会派未来のメンバーは常に連携し、情報の

共有化と精査に努めてきました。 

本市における感染者発生の報に接しても、ＳＮＳを中心に広がりを

見せる誹謗中傷の防止に、各自が様々な手段で注意喚起などの対応を

図ることに努めました。 

 一方、国や県の動きを捉えタイムリーに開かれる、執行部による新

型コロナウイルス感染症対策本部会議の傍聴や、関係する執行部職員

との情報交換を行い、可能な限り市民に対して正確な情報を提供する

ことに尽力しました。 

また、各自が地域の自治会関係者等と連携し、行事・イベント等の

中止・延期などへの対応にも協力して取り組みました。 

 また、現状においては特効薬もなく予防のためのワクチン開発も時

間が必要と考えられ、私達は新型ウイルスに感染しない生き方を模索

するしかない状況です。 

これを踏まえ政府から示された「新しい生活様式」を実践していく

ための取り組みにも、私達は積極的に取り組んできました。 

 以上のような取り組みをしながら、私達は５月に行われた臨時議会

に臨み、第一次補正予算の審議にあたりました。 

 続いて開かれた６月議会では第２次補正予算を審議し、新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する執行部の施策を質し、必要な提言を行い

ました。 

特に、コロナウイルス禍後を踏まえた本市の明るい未来像を描くた

めの議論に注力しました。具体的な内容は次の通りです。 

 

 



5 月臨時議会 

 本年４月２０日の、国による緊急経済対策を含めた第一次補正予

算の成立を受けて開かれた５月臨時議会は、５月１２日に議案説明

会が行われ、続く１５日に本会議を開き速やかに審議するという日

程でした。 

 

 

  

 議案第１号令和２年度津山市一般会計補正予算（第１次）１０５

億５５９２万円、 

議案第２号令和２年度津山市国民健康保険特別会計補正予算（第

１次）６４８万円、 

議案第３号津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例、 

議案第４号津山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例 

の内容を審議しました。 

 いずれの項目に関しても真摯に内容を精査し、新型コロナウイル

ス禍の影響を受け、困窮している市民や事業者に向けた支援が、一

刻も早く実施されるための議会対応が図られたと考えています。 

主な項目としては、 

特別定額給付金給付事業（国民１人当たり１０万円の特別給付）

１０２億２５４７万円、 

子育て世帯臨時特別給付金給付事業（子育て世帯１人１万円特別

給付）１億３９５５万円、 



小規模事業者緊急支援事業（大幅に売上が減少した小規模事業者

対策）５億６１４１万円、 

新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用創出事業（アルバイト・

学生支援）５０００万円、 

学校ＩＣＴ環境整備事業（国の緊急経済対策に基づくＩＣＴ環境

整備）３億５７８８万円、 

子ども子育て支援事業（児童クラブ・保育園・認定こども園他支

援）１億１７５４万円、 

公共交通感染症対策助成事業４００万円、 

農商工連携推進事業９５９万円、 

市外出身の美作大学・津山高専学生への就学継続支援７００万円 

などが予算計上されました（太字は、津山市独自の施策）。 

 特に、本臨時議会では新型コロナウイルス感染症対策に資するた

め議員の期末手当を２０％カットする議案 

市長・副市長・教育長の期末手当に関しても２０％カットする議案

が提出されました。 

 これらの議案に対して、本臨時議会においては速やかに効果的な

審議をするために、会派代表質問を基本として質疑が行われました。 

したがって、津山市議会における最大会派である私達は、所属する

６人の議員全員で協力しながら、課題の整理と質すべき点・効果的

と考えられる提案などを抽出していきました。 

 これを基に、５月１２日に行われた議案説明会において会派未来

の中島完一代表が主に 

① 感染防止、②医療体制、③経済対策、④教育、⑤福祉の５点を

中心に質疑を行いました。 

具体的には、ＰＣＲ検査の実態や検査体制・状況、 

外出自粛等の広報について、 

子育て支援の内容、 

奨学金貸与の可能性、 

小・中学校の学習遅れ対策、 



ＩＣＴ環境整備ＧＩＧＡスクールへの取り組みなどですが、こ

の他にも約３０項目について執行部と協議を重ねました。 

 私達は、そのような執行部との入念な協議と、会派メンバーによ

る検討を重ねたうえで、５月１５日の本会議に臨みました。 

当日は、安東伸昭議員が代表質問を行いました。 

 

この際の発言通告の内容は、 

① 染症拡大防止に関する事業について 

② 染症禍の収束に目途がつくまでの間の生活支援・経済支援につ

いて 

③ 終束後の社会変化の推進に係るものについての項目です。 

 基本的に、国や県による政策を踏まえながら、この度のコロナ禍

に苦しむ市民生活・地域経済への有効な対策を検討しつつ、緊張感

のある議論ができたと思います。 

また、市長をはじめ執行部からは、真摯な姿勢を持ちながら積極

的に取り組む意気込みも感じられました。 



 

  



６月定例議会 

 この度の、新型コロナウイルス禍により社会状況は混迷し、めまぐ

るしく変化しています。 

本市でも、５月の臨時議会において第１次補正予算が承認され、迅

速な執行体制が求められています。 

他方、新たな感染者の発生状況は地域や条件によって異なり、一律

の対応は難しく国・県の動向も流動的です。そのような状況下ではあ

りますが、５月２７日には第２次補正予算が閣議決定されました（６

月１２日に成立）。 

このことを踏まえ、また、５月臨時議会で審議した第１次補正予算

において対策が図りきれなかった項目や、予算執行状況の検証などを

踏まえて、６月議会では第２次補正予算を中心に審議が行われました。 

 



上程された議案は以下の通りです。 

議案第６号 

令和２年度津山市一般会計補正予算（第２次）２億８２５９万円 

議案第７号 

津山市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第８号 

津山市介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第９号 

津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第１０号 

津山市地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産

税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例等です。 

 

 主な項目として、 

感染症収束に目途がつくまでの間の生活支援、経済支援に関する事業

として生活困窮者自立支援事業１０４３万円、 

感染症収束後の経済対策、社会変革の推進に関する事業として新型コ

ロナ対策地域商品券発行事業 ２億円 

中心市街地賑わい回遊事業８００万円 

観光費として津山ＣｏｍｅОｎキャンペーン事業４８２６万円 

宿泊施設魅力向上事業７５０万円 

教育振興費として学校ＩＣＴ活用推進事業４００万円 

保健体育総務費としてスポーツ大会・合宿誘致事業６００万円 

等が予算計上されました（太字は、津山市独自の施策）。 

 

 これらの議案に対して、本６月議会の審議にあたっても速やかな予

算執行を念頭に置き、代表質問制を原則に質疑を行うこととなりまし

た。これに際しても、私達会派未来では入念な準備を基に執行部との

答弁協議を重ねたうえで、本会議での議論に臨みました。本会議にお

ける一般質問に関していえば、それが個人質問なのか代表質問なのか



に関わらず、市民のために必要な質疑が十分に行われることが原則で

あり重要です。 

私達は、そのよう

な視点に立ち、会

派内で議論を深め

ていきました。そ

のうえで、６月議

会における課題の

整理と有効な提言

の抽出を図りまし

た。 そのような経過を経て、６月８日の本会議では村上祐二議員が

登壇し代表質問を行いました。 

発言通告の内容は、 

・新型コロナウイルス感染症の対応等について 

・５月十５日臨時議会決定事業の進捗状況について 

・６月定例議会提案事業についてです。 

また、以下の内容について各自が関連質問を行いました。 

① 勝浦正樹：自主防災組織と小地域ケア会議について 

② 高橋寿治：ミュニュティスクールについて 

③ 政岡哲弘：国の制度を活かした脱コロナと地域活性化の可能性につ

いて 

④ 安東伸昭：マイナンバーカードのさらなる活用について 

⑤ 中島完一：コロナ後を見据えた経済対策についてです。 

 

具体的な質問内容は、 

１）特別給付金事業の最新

状況とマイナンバーカー

ド交付件数について、また

オンライン申請に関する

課題と対応策及び緊急雇



用創出事業の成果について 

２）①生活困窮者自立支援事業の内容と他施策との連携について 

② 地域商品券発行事業について 

③津山市ＧｏＴｏキャンペーン事業について 

④ＧＩＧＡスクール構想に対応したＩＣＴ施策について 

３）新型コロナ感染症対策について 

① 農業ビジネスモデルの地域商社に関する事項 

② ＳＤＧｓを踏まえた循環型経済構造の構築策 

③小・中学校の学習の遅れ対策とそのための環境整備・公立大学

構想に関する有識者会議について 

④企業誘致について 

⑤観光施策について 

⑥新たな生活様式と自治会活動に関する事項 

⑦今後の対応についてなどの項目です。 

 

 これらに対して市長及び執行部からは、国・県の動きに速やかに対

応しつつ、積極的に効果的な支援策を実施していく姿勢が示されまし

た。 

そのうえで、地域商品券（プレミアム率３０％、総額６億５０００

万円）の内容、観光に関してＤＭОを中心に取り組むこと、給付金の

支給に関する執行状況、マイナンバーカードを活用した取り組み、公

立大学構想を念頭においた中・高等教育機能の在り方、学校ＩＣＴ化

に向けたロードマップ、小・中学校における学び直しに関する対策、

そのための環境整備、コミュニュティスクールについて、自治会運営

や小地域ケア会議に関する事項、コロナ化を見据えた経済施策のあり

方、企業誘致、地域商社に関する事項など具体的な答弁（一部、具体

性や踏み込みが足りないと感じるものもありましたが）が返され、意

義ある議論ができたと思います。 

 

 



議会運営・改革に関する事項  

さて、ここまで５月の臨時議会及び６月議会の内容に関して、概要

を説明してきました。 

今回の新型コロナ禍は、前代未聞の災害ともいえる災禍であると思

います。このような考え方に立ち、津山市議会に置きましては、緊急

対応に追われ激務に赴いている執行部職員の負担軽減と、そのように

して抽出された各方面にわたる支援策が極力速やかに執行できるよ

うにするため、会派代表会議による協議を経て、本会議における一般

質問については代表質問制を基本とすることとしました。 

 とはいえ、そのことにより必要な審議が十分尽くされないようでは

本末転倒です。したがって、私達は会派未来に属する議員全員により、

情報収集をはじめ執行部により提案された施策の精査・検証、効果的

な施策提言の抽出などについて、繰り返し検討していきました。まだ

まだ、十分な内容とはいえませんが、できる限りの対応は図れたので

はないかと考えています。 

 ところで、そのような取り組みをしていく中で、津山市議会におい

て改善していかなければならない点も見えてきました。具体的には、

代表質問制を採用した場合における持ち時間に関すること（現状では

１人１５分を会派の人数に乗じる形で、上限が６０分となっています

が、６人以上の会派には９０分与えられるべきである）この際の関連

質問に関すること（現状では１回しか行えず、その答弁に対する再質

問もできない）などがあります。 

 私達は、まずそれらについて現在問題提起しています。さらに、議

会運営に関しては是正すべきと思われる点や改善点すべき点がいく

つかあります。そのようなことにも、会派として取り組んでいきたい

と考えています。一例ですが、その取り組みの成果として、会派代表

者会議に無会派議員の傍聴が認められるようになり、無会派議員の意

見をくみ取る機会ができるようになりました。今後においても、市民

の為に有益な市議会の運営が図られるよう、積極的な改革に取り組ん

でいくつもりです。 



 

おわりに 

 私達の会派未来は、昨年（令和元年４月）の津山市議会改選に伴い、

中島完一、安東伸昭、村上祐二、高橋寿治、勝浦正樹、政岡哲弘の６

人により結成されました。 

会派のキャッチコピーにも掲げていますが、私達は常に行動し研鑚を

深め、津山市の未来に資するための施策提言を行うことを信条として

います。 

 この考え方のもとに、各種の視察・研修や勉強会に赴き、有益と考

えられる情報収集活動を積極的に行っています。さらには、自治会や

各種団体をはじめとする、多様な市民の皆様方の声に耳を傾ける努力

をしています。そのうえで、各自が本市の明るい未来を構築していく

ために、多様な角度から課題の抽出と、効果的な施策の研究に勤しん

でいます。 

 

 

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症対策に関する活動や、これに対

応するための５月臨時議会・６月議会に関する取り組みについてお知

らせしました。 

一方で、新型コロナウイルス感染症対策に関しては、国・県の動きに

敏感に反応し、速やかな対応を図る必要があります。本６月議会にお



ける会派未来の代表質問に対する市長の答弁では、７月に臨時議会の

招集を求める可能性が示唆されました。現在、私達は国・県の動向に

もしっかりとアンテナを張り、いつ臨時議会が招集されても対応でき

るように、情報収集と施策の検討に励んでいます。 

 今後においても、さらなる研鑚を続け津山市の明るい未来を築くた

めに、真摯に取り組んでいく覚悟です。 

今後とも、一層のご指導ご鞭撻をいただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

 

 


